
10款05項03目04事業 訪問型家庭教育支援事業

外国にルーツを持ち，言葉や習慣の違い等から孤立してしまう家庭を主な対象とし，地域人材を

活用することにより，家庭教育の支援を行う。

新規 ・ 拡充

目 的

【 概 要 】 訪問型家庭教育支援とは，自ら相談の場等に出向くことが困難な保護者に対して，
地域人材である支援員が出向いて支援することにより家庭を安定させ，もって，子供の
育ちを支えることを目指す。
対象については，特に外国にルーツを持つ家庭を対象とする予定。

【 対 象 】 石下西中学校，水海道中学校在学生徒およびその家族

【 支 援 員 】 5名

【訪問回数】 延べ180回

【 補 助 金 】 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金
補助内訳 ：国 1/3，県 1/3，市 1/3

生涯学習課 予算書P169  金額628千円

内 容


